
品川区区民交通傷害保険事業要綱 

制定 平成３１年４月１日 区長決定 
要綱第 85号 

改正 令和３年１月１８日 区長決定 
要綱第 2号 

 （目的） 

第１条 この要綱は、区民等（区の住民基本台帳に記録され、または区内に勤

務し、もしくは在学する者をいう。以下同じ。）が、交通事故もしくは犯罪

被害による災害を受けたときまたは自転車もしくは車いすを使用中、他人の

生命、身体を害し、もしくは他人の財物を破損したことによる法律上の損害

賠償責任を負ったときの負担軽減を図るために実施する区民交通傷害保険事

業（以下「事業」という。）について必要な事項を定め、もって区民等の生

活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

 （事業の方法） 

第２条 この事業は、区長が指定する保険会社（以下「指定保険会社」という。）

を保険者とする交通傷害保険、自転車賠償責任保険および被害事故補償保険

（以下これらを「保険」という。）の方法により実施し、品川区が保険契約

者となり、この保険へ加入する区民等を被保険者とする。 

２ この事業において、自転車賠償責任保険は交通傷害保険に加入する場合に

併せて加入することができる保険とし、被害事故補償保険は交通傷害保険に

加入する場合に自動的に付帯される保険とする。 

 

 （保険の対象） 

第３条 交通傷害保険は、次に掲げる交通事故で、日本国内または外国で生じ

たものを対象とする。 

 ⑴ 被保険者が搭乗している車両（車輌、公共交通機関、船舶および航空機

等）の衝突、墜落、転覆、火災、爆発およびこれに類する事故 

 ⑵ 被保険者が搭乗している車両からの転落 

 ⑶ 被保険者が車両に搭乗していない場合に、運行中の車両との衝突、接触

およびこれに類する事故 

２ 自転車賠償責任保険は、次に掲げる事故で、日本国内で生じ、他人の身体

を害し、または他人の財物を滅失し、汚損し、もしくは毀損し、被保険者が

法律上の損害賠償責任を負担するものを対象とする。 

 ⑴ 被保険者が所有し、使用し、または管理する自転車（道路交通法（昭和

３５年法律第１０５号）第２条第１項第１１号の２に規定する車およびそ

の付属品をいう。以下同じ。）に起因する偶然な事故 

 ⑵ 被保険者が所有し、使用し、または管理する身体障害者用車いすに起因

する偶然な事故 

３ 被害事故補償保険は、次に掲げる事故で、日本国内または外国で生じたも

のを対象とする。 



 ⑴ 被保険者の生命または身体を害する意図をもって行われた行為による被

害事故 

 ⑵ 運行中の自動車または原動機付自転車（以下「自動車等」という。）と

被保険者との事故において、自動車等の運転者およびその他の同乗者の全

員が被保険者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わずにその事故の

現場を去ったもので、被保険者の生命または身体が害された事故 

 

 （保険の対象外の交通事故等） 

第４条 次に掲げるものは、前条第１項の規定にかかわらず、交通傷害保険の

対象としない。 

 ⑴ 被保険者または保険受取人の故意または重大な過失による交通事故 

 ⑵ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 

 ⑶ 被保険者が法令に定められた運転資格を所持しないで運行したことによ

り生じた交通事故 

 ⑷ 被保険者が飲酒または麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、シンナー等の影響

により正常な運転ができないおそれのある状態で自動車等を運転している

間に生じた事故 

 ⑸ 交通機関の運行と直接因果関係がない事故 

 ⑹ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失 

 ⑺ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産 

 ⑻ 戦争、内乱または暴動に起因する事故 

 ⑼ 地震、噴火またはこれらによる津波に起因する事故 

 ⑽ 核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性そ

の他有害な特性により生じた事故 

 ⑾ 道路以外の場所での、競技、競争、興行、訓練または試運転のために搭

乗している場合の交通事故 

 ⑿ 交通事故による被保険者の症状が頸部症候群または腰痛であるもののう

ち、他覚症状がないもの 

２ 前項第１号、第２号および第８号から第１０号までに定めるもののほか、

次に掲げるものは、前条第２項の規定にかかわらず、自転車賠償責任保険の

対象としない。 

 ⑴ 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償 

 ⑵ 被保険者と同居する親族（民法（明治２９年法律第８９号）第７２５条

に規定する者をいう。以下同じ。）に対する損害賠償 

 ⑶ 被保険者の使用人が被保険者の業務等に従事中に被った身体の障害に起

因する賠償。ただし、被保険者が家事使用人として使用するものについて

は、この限りでない。 

 ⑷ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定があるときに、その約

定によって加重された損害賠償 

 ⑸ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損害について、その財物に

ついて正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償 

 ⑹ 被保険者の心神喪失による損害賠償 



３ 第１項第１号、第２号、第８号から第１０号までおよび第１２号に定める

もののほか、次に掲げるものは、前条第３項の規定にかかわらず、被害事故

補償保険の対象としない。 

⑴ 被保険者が当該事故を教唆し、幇助し、または容認した場合 

⑵ 被保険者の過度な暴力、脅迫、重大な侮辱等により誘発された事故 

⑶ 当該被害事故に関して、被保険者に著しく不正な行為があった場合 

⑷ 当該被害事故を発生させた者が、次のいずれかに該当する場合 

 ア 被保険者の配偶者 

 イ 被保険者の直系血族 

 ウ 被保険者の親族のうち３親等内の者 

エ 被保険者の同居の親族 

 

 （保険加入の資格） 

第５条 被保険者となることができる者は、区民等とする。 

２ 被保険者が、第１１条に規定する保険期間中に住所、勤務先または在学先

を区外に移した場合においては、当該期間中に限り、当該被保険者としての

資格を有するものとする。 

 

 （保険加入の申込み等） 

第６条 保険に加入しようとする者は、別に定める加入申込書（納付書兼領収

書、納入済通知書（加入申込書兼加入者台帳））に所定の事項を記入し、区

長に申し込まなければならない。 

２ 前項の申込みに際しては、保険料を納入しなければならない。 

３ 区長は、品川区指定金融機関および品川区公金収納取扱店（以下「取扱金

融機関」という。）より納入済通知書（加入申込書兼加入者台帳）の送付を

受けた場合は、これを受理し、指定保険会社へ通知するものとする。 

 

 （保険加入者証） 

第７条 区民交通傷害保険加入者証（以下「加入者証」という。）は、前条第

１項の規定による申込み時に受けとる納付書兼領収証書を加入者証とみなす。

この場合において、加入者証は、取扱金融機関の領収印をもって効力を発す

るものとする。 

 

 （保険加入申込期間） 

第８条 保険加入の申込みの期間は、毎年５月１日（その日が品川区の休日を

定める条例（平成元年品川区条例第２号）第１条第１項に規定する品川区の

休日に該当するときは、その日以後で品川区の休日に該当しない直近の日）

から６月下旬までで区が定める日までとする。 

 

 （保険料） 

第９条 交通傷害保険のみに加入した場合に係る保険料は９００円、１，５０

０円および２，５００円の３種類とし、交通傷害保険および自転車賠償責任



保険に加入した場合に係る保険料は１，４００円、１，９００円、２，５０

０円および３，５００円の４種類とする。 

２ 被害事故補償保険に係る保険料は、交通傷害保険に係る保険料に含まれる

ものとする。 

 

 （保険の脱退） 

第１０条 被保険者は、保険から脱退する場合においては、別に定める脱退報

告書により区長に報告しなければならない。 

２ 区長は、前項の脱退報告書を受領した場合においては、速やかに指定保険

会社へ通知するものとする。 

３ 既納の保険料は還付しないものとする。ただし、指定保険会社が保険の脱

退の事由および保険加入期間のうち未経過である期間を調査し、保険料の還

付について適当と認めるときは、この限りでない。 

 

 （保険期間） 

第１１条 保険期間は、保険に加入した年の７月１日から翌年の６月３０日ま

での１年間とする。 

 

 （保険料の払込） 

第１２条 区長は、第６条の規定により被保険者から納入された保険料を、指

定保険会社に７月末日までにまとめて払い込むものとする。 

２ 前項の場合において、区長は、加入申込書兼加入者台帳の写しを指定保険

会社に送付するものとする。 

 

 （保険金） 

第１３条 交通傷害保険の保険金は、保険料および第３条第１項に規定する交

通事故により受けた災害（以下「交通災害」という。）の程度に応じ、別表

第１に掲げる金額を支払うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同一保険期間内での１被保険者に対する保険金

額は、別表に定める保険料に応じた等級第１級の金額を限度とする。 

３ 自転車賠償責任保険の保険金の範囲は、次の各号に掲げるものに限る。 

 ⑴ 被保険者が被害者に支払うべき損害 

 ⑵ 第３条第２項の場合において、被保険者が第三者に対する請求権の保全

もしくはその行使その他損害を防止もしくは軽減するために要した必要ま

たは有益な費用 

 ⑶ 前号の損害を防止もしくは軽減するために必要または有益と認められる

手段を講じた後、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合の被保険

者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用

であらかじめ指定保険会社の書面による同意を得た費用 

 ⑷ 被保険者が指定保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁

護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用 



 ⑸ 指定保険会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支

出した費用 

４ 自転車賠償責任保険の保険金額は、次の各号の金額の合計額とする。 

 ⑴ 前項第１号の損害に係る賠償金の額。ただし、１回の事故につき１億円

を支払の限度とする。 

 ⑵ 前項第２号から第５号までの費用については、その全額。ただし、同項

第４号の費用は、１回の事故につき、同項第１号の損害に係る賠償金の額

が１億円を超えるときは、１億円の同号の損害に係る賠償金に対する割合

によってこれを支払う。 

５ 被害事故補償保険の保険金は、被保険者が第３条第３項に規定する事故に

よって受けた災害の程度に応じ、別表第２に掲げる金額を上限として支払う

ものとする。 

 

 （保険金の請求） 

第１４条 被保険者は、第３条各項に規定する事故（以下「交通事故等」とす

る。）による災害を受けた場合において、保険金の請求をしようとするとき

は、速やかに指定保険会社に連絡しなければならない。 

２ 指定保険会社は、前項に規定する連絡があった場合においては、指定保険

会社が定める保険金請求書を保険金の請求を行う者（以下「請求者」という。）

に送付するものとする。 

３ 交通傷害保険の被保険者が保険金の請求をしようとするときは、前項の保

険金請求書の所定の事項を記入し、次に掲げる書類を添付して、請求しなけ

ればならない。 

 ⑴ 加入者証の写し 

 ⑵ 交通事故証明書等（自動車安全運転センター法（昭和５０年法律第５７

号）に定める自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書または電

車、船舶もしくは飛行機による事故における当該事業所が発行する事故証

明書をいう。以下同じ。）。ただし、交通事故証明書を添付することがで

きないときは、第三者の証明書を添付することとする。 

 ⑶ 医師の交付する診断書 

 ⑷ 被保険者が自動車等を運行中に災害を受けた場合は、運転免許証の写し 

⑸ 別表第１に定める第１級の重度障害で保険金を請求する場合は、労働者災

害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）に規定する医師の診断書 

⑹ その他、指定保険会社が保険金の支払において必要とする必要とする書類 

４ 自転車賠償責任保険の被保険者が保険金の請求をしようとするときは、保

険金請求書および次に掲げる書類のうち指定保険会社が求めるものを提出し

なければならない。 

 ⑴ 指定保険会社が定める事故状況報告書 

 ⑵ 示談書その他これに代わるべき書類 

 ⑶ 損害を証明する書類 

 ⑷ 保険金の請求の委任を証する書面および委任を受けた者の印鑑証明書

（保険金の請求を第三者に委任する場合に限る。） 

http://www1.g-reiki.net/toshima/reiki_honbun/l600RG00000897.html#e000000384


⑸ その他、指定保険会社が保険金の支払において必要とする書類 

５ 被害事故補償保険の被保険者が保険金の請求をしようとするときは、保険

金請求書および次に掲げる書類のうち指定保険会社が求めるものを提出しな

ければならない。 

 ⑴ 指定保険会社が定める傷害状況報告書 

 ⑵ 公の機関の事故証明書 

 ⑶ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書 

⑷ その他指定保険会社が保険金の支払において必要とする書類 

６ 未成年者が保険金を請求する場合は、親権者または未成年後見人を請求者

とするものとする。この場合において、請求者は、前３項に定める書類のほ

かに、被保険者と当該請求者との関係を証する書類を提出しなければならな

い。 

７ 前４項の規定にかかわらず、被保険者が死亡した場合には、当該被保険者

の法定相続人が請求するものとする。この場合において、第３項から第５項

までに定める書類のほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。 

 ⑴ 被保険者と請求者との関係を証する書類 

 ⑵ 死体検案書または死亡診断書 

８ 被保険者または前２項の規定により請求できる者から委任を受けた者は、

委任を証する書類を添付して保険金を請求することができる。 

 

 （保険金の支払） 

第１５条 保険金は、請求者からの保険金の請求により、指定保険会社が書類

の審査および調査に基づき、保険料および交通事故等による災害の程度に応

じて保険金の金額を決定し、支払うものとする。この場合において、指定保

険会社は、保険金決定通知書により請求者に事前に通知するものとする。 

２ 区長は、保険金の支払状況について指定保険会社に対し、報告を求めるも

のとする。 

 

 （その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別

に定める。 

 

   付 則 

 この要綱は、令和３年１月２９日から適用する。 
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別表第１（第１３条関係） 

 

別表第２（第１３条関係） 
災害の程度 保険金額 

死亡または労働者災害補償保険法施行規則（昭和 30年労働省令第 22号）別表第１に定める身体

障害（以下「後遺障害」という。）第１級 

６００万円 

後遺障害２級 ５３４万円 

後遺障害３級 ４６８万円 

後遺障害４級 ４１４万円 

 

保険料 

交通傷害保険 交通傷害保険および自転車賠償責任保険 

保険料

900円に

対する保

険金額 

保険料

1,500 円

に対する

保険金額 

保険料

2,500 円

に対する

保険金額 

保険料

1,400 円

に対する

保険金額 

保険料

1,900 円

に対する

保険金額 

保険料

2,500 円

に対する

保険金額 

保険料

3,500 円

に対する

保険金額 

交
通
災
害
の
程
度 

第
一
級 

死亡または重度障害

（労働者災害補償保

険法施行規則（昭和３

０年労働省令第２２

号）別表第１に定める

障害等級第１級に相

当する障害） 

１５０万円 ３５０万円 ６００万円 ３５万円 １５０万円 ３５０万円 ６００万円 

第
二
級 

１８０日以上の継続

入院治療を要した障

害 

３４万円 ６０万円 １２０万円 １０万円 ３４万円 ６０万円 １２０万円 

第
三
級 

９０日以上の継続入

院治療を要した障害 

２３万円 ３５万円 ６５万円 ７万円 ２３万円 ３５万円 ６５万円 

第
四
級 

６０日以上の継続入

院治療を要した障害 

１５万円 ２３万円 ３５万円 ５万円 １５万円 ２３万円 ３５万円 

第
五
級 

治療期間１８０日以

上かつ治療実日数９

０日以上の障害 

９万円 １３万円 ２０万円 ４万円 ９万円 １３万円 ２０万円 

第
六
級 

治療期間９０日以上

かつ治療実日数４５

日以上の障害 

７万円 １０万円 １５万円 ３万円 ７万円 １０万円 １５万円 

第
七
級 

治療期間３０日以上

かつ治療実日数１５

日以上の障害 

４万円 ６万円 １０万円 ２万円 ４万円 ６万円 １０万円 

第
八
級 

治療期間１５日以上

かつ治療実日数７日

以上の障害 

２万円 ３万円 ５万円 １万円 ２万円 ３万円 ５万円 

第
九
級 

治療期間１５日未満

かつ治療実日数７日

未満の障害 

１万円 ２万円 ３万円 ５千円 １万円 ２万円 ３万円 


